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(57)【要約】
【課題】ラダー構成の組電池監視装置１は、電光変換に
より、信号を伝達すものであるため、最も下流のブロッ
クＢｎに配置されたフォトカプラは、電光変換を行うた
びにブロックＢｎの電力を消費し、他のブロックＢ１～
Ｂ（ｎ－１）と比べて、ブロックＢｎの消費電力が多く
なる。ラダー形式の組電池監視装置１において、フォト
カプラの消費電力に起因する組電池の消費電流のばらつ
きを低減することを目的とする。
【解決手段】最上流監視ユニット１と中継監視ユニット
Ｕ２～Ｕ（ｎ－１）は、下流の絶縁素子２２の通電状態
に応じて監視対象のブロックを放電する放電手段を有す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一セル又は複数セルの直列接続体からなるブロックを複数直列に接続することでなる
組電池に対して、前記ブロック単位毎に前記セルの充電状態を監視する監視ユニットの直
列接続体として構成される組電池監視装置において、
　最も上流に位置する最上流監視ユニットは、前記監視ユニットに対して電池状態の監視
を指示する制御部からの指示信号を上流の絶縁素子を介して受け取り、最も下流に位置す
る最下流監視ユニットは、全ブロックの監視結果を示す最終監視結果信号を下流の絶縁素
子を介して前記制御部へ送り、前記最上流監視ユニットと前記最下流監視ユニットとの間
に位置する中継監視ユニットは、上流の監視ユニットから伝達された前記上流の監視ユニ
ットの監視結果に前記中継監視ユニットの監視結果を反映させた状態信号を下流の監視ユ
ニットに伝達するものであって、
前記最上流監視ユニットと前記中継監視ユニットは、前記下流の絶縁素子の通電状態に応
じて監視対象のブロックを放電する放電手段を有することを特徴とする組電池監視装置。
【請求項２】
　前記通電状態は、前記最終監視結果信号に基づいて判断することを特徴とする請求項１
記載の組電池監視装置。
【請求項３】
　前記中継監視ユニットと前記最下流監視ユニットは、前記最終監視結果信号を上流の監
視ユニットに伝達する最終監視結果伝達手段を有し、前記最上流監視ユニットと前記中継
監視ユニットは前記最終監視結果信号に基づいて前記放電手段を放電することを特徴とす
る請求項２記載の組電池監視装置。
【請求項４】
　前記監視ユニットは、前記最終監視結果信号と前記状態信号に応じて放電することを特
徴とする請求項３に記載の組電池監視装置。
【請求項５】
　前記状態信号は電圧又は電流の大きさに基づくレベルによって信号の状態を表すもので
あって、
　前記監視ユニットからの出力信号として出力される状態信号のレベルと、前記監視ユニ
ットへ入力信号として入力される状態信号のレベルが異なる特定の監視ユニットを検知し
、
　前記出力信号のレベルが前記入力信号のレベルよりも大きい場合に、前記特定の監視ユ
ニットよりも上流に位置する監視ユニットの放電手段を放電し、
前記出力信号のレベルが前記入力信号のレベルよりも小さい場合に、前記特定の監視ユニ
ットの放電手段と前記監視ユニットよりも下流に位置する放電手段とを放電することを特
徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の組電池監視装置。
【請求項６】
　前記指示信号は全放電指令を示す情報をも更に含んでおり、前記全放電指令を示す指示
信号を受信した前記監視ユニットは放電手段を放電することを特徴とする請求項１ないし
５のいずれか１項に記載の組電池監視装置。
【請求項７】
　前記指示信号は、前記監視ユニットと前記ブロックの診断指示を示す情報を更に含んで
おり、前記監視ユニットは、前記診断支持に応じて放電手段を放電して前記監視対象のブ
ロックの充電状態の変化量を測定し、前記変化量に基づいて前記監視ユニット又は監視対
象のブロックに異常があるか否かを判定することを特徴とする請求項１ないし６のいずれ
か１項に記載の組電池監視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数のセルを直列に接続した組電池の充電状態を監視する組電池監視装置
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に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年注目を浴びているハイブリッド自動車において、エネルギー効率が高いリチウムイ
オン電池が注目を浴びている。このリチウムイオン電池は容量が大きいという利点を有す
る反面、過充電では、発熱・発火の危険があり、過放電では、電極が溶出して寿命が低下
するといった欠点を有している。そのため、リチウムイオン電池に対して各ブロックの充
電状態を監視する組電池監視装置を接続するのが一般的である。
【０００３】
　このような組電池監視装置に対して制御を行う制御装置は低圧で駆動するため、組電池
監視装置と制御装置とは通常フォトカプラ等の絶縁素子を用いて信号の伝達が行われる。
このような絶縁素子は高額なため、その使用個数は少ないことが望ましい。このような問
題に解決するべく、例えば、特許文献１の図１に示すように、監視ユニットの入出力を直
列に接続する、いわゆるラダー構成の組電池監視装置が提案されている。
【０００４】
　特許文献１に示す図１を用いて、ラダー構成の組電池監視装置について説明する。最も
上流に位置する監視ユニットＵ１は、制御装置（マイコン）から電池状態の監視を指示す
る指示信号を受け取り、指示信号に基づいた監視の結果である状態信号を生成する。そし
て、その指示信号と状態信号を監視ユニットＵ１→監視ユニットＵ２→・・・→監視ユニ
ットＵｎと次々に伝達してゆく。状態信号は各監視ユニットの監視結果に応じて、更新さ
れてゆき、最も下流に位置する監視ユニットＵｎは下流に位置するフォトカプラを介して
制御装置に状態信号を伝達する。ラダー構成の組電池監視装置は、両端の監視ユニットの
みが低圧側の制御装置と直接情報のやり取りを行うため、フォトカプラを最上流のブロッ
クと最下流のブロックに配置するだけですみ、フォトカプラの個数を減らすことができる
利点がある。
【特許文献１】特開２００７－２７８９１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ラダー構成の組電池監視装置は、電光変換により信号を伝達するもので
あるため、最も下流のブロックであるセルＢｎ１～Ｂｎｍと接続された下流のフォトカプ
ラは、電光変換を行うたびにセルＢｎ１～Ｂｎｍの電力を消費する。このため、他のセル
Ｂ１１～Ｂ（ｎ－１）ｍと比べて、セルＢｎ１～Ｂｎｍの消費電力が多くなってしまう。
この結果、充電状態のばらつきが広がり、組電池の充電状態の使用領域が狭まる問題があ
った。
【０００６】
　本発明は上記課題に鑑みたものであり、ラダー形式の組電池監視装置における組電池の
消費電流のばらつきを低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に係る発明は、単一セル又は複数セルの直列接続体からなるブロックを複数直
列に接続することでなる組電池に対して、ブロック単位毎にセルの充電状態を監視する監
視ユニットの直列接続体として構成される組電池監視装置において、最も上流に位置する
最上流監視ユニットは、監視ユニットに対して電池状態の監視を指示する制御部からの指
示信号を上流の絶縁素子を介して受け取り、最も下流に位置する最下流監視ユニットは、
全ブロックの監視結果を示す最終監視結果信号を下流の絶縁素子を介して制御部へ送り、
最上流監視ユニットと最下流監視ユニットとの間に位置する中継監視ユニットは、上流の
監視ユニットから伝達された上流の監視ユニットの監視結果に中継監視ユニットの監視結
果を反映させた状態信号を下流の監視ユニットに伝達するものであって、最上流監視ユニ
ットと中継監視ユニットは、下流の絶縁素子の通電状態に応じて監視対象のブロックを放
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電する放電手段を有することを特徴とする。
【０００８】
　上記構成では、下流の絶縁素子の通電状態に応じて、最上流監視ユニットの放電手段と
中継監視ユニットの放電手段を放電するため、下流の絶縁素子に起因して最下流のブロッ
クの充電状態のみが他のブロックの充電状態よりも低下して、充電状態がばらつく事態を
軽減できる。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、通電状態は、最終監視結果信号に基づいて判断することを特徴
とする。
【００１０】
　上記構成では、最終監視結果信号によって、下流の絶縁素子が通電しているか否かを把
握する。この結果、下流の絶縁素子の通電経路に、電流センサなどを設けずとも下流の絶
縁素子の通電状態を把握できる。
【００１１】
　請求項３に係る発明は、中継監視ユニットと最下流監視ユニットは、最終監視結果信号
を上流の監視ユニットに伝達する最終監視結果伝達手段を有し、最上流監視ユニットと中
継監視ユニットは最終監視結果信号に基づいて放電手段を放電することを特徴とする。
【００１２】
　上記構成では、最終監視結果伝達手段を介して、最上流監視ユニットと中継監視ユニッ
トは最下流の監視ユニットが下流の絶縁素子に対して電池状態が伝達されているかを把握
することができる。この結果、下流の監視ユニットにおいて、下流の絶縁素子を通電させ
る状態信号が生成された場合にも上流の監視ユニットは、その旨を把握することができる
。
【００１３】
　請求項４に係る発明は、監視ユニットは、最終監視結果信号と状態信号に応じて放電状
態になることを特徴とする。
【００１４】
　上記構成では、状態信号の差異により、各監視ユニットの消費電力に差がでるような場
合において、消費電力の小さい監視ユニットの放電回路を放電することで、状態信号の差
異に基づく消費電力のばらつきを軽減することができる。
【００１５】
　請求項５に係る発明は、状態信号は電圧又は電流の大きさに基づくレベルによって信号
の状態を表すものであって、監視ユニットからの出力信号として出力される状態信号のレ
ベルと、監視ユニットへ入力信号として入力される状態信号のレベルが異なる特定の監視
ユニットを検知し、出力信号のレベルが入力信号のレベルよりも大きい場合に、特定の監
視ユニットよりも上流に位置する監視ユニットの放電手段を放電し、出力信号のレベルが
入力信号のレベルよりも小さい場合に、特定の監視ユニットの放電手段と監視ユニットよ
りも下流に位置する放電手段とを放電することを特徴とする。
【００１６】
　上記構成では、入力信号のレベルと出力信号のレベルが異なる特定の監視ユニットを検
知し、その監視ユニットを基点として前後の監視ユニットの放電する。この結果、状態信
号による通電状態の差異に起因する各ブロック間の充電状態のばらつきを低減できる。
【００１７】
　請求項６に係る発明は、指示信号は全放電指令を示す情報をも更に含んでおり、全放電
指令を示す指示信号を受信した監視ユニットは放電手段を放電状態にすることを特徴とす
る。
【００１８】
　過充電防止機能に異常が生じ、充電を停止すべき状況においても充電をし続けるような
場合において、すべての放電手段を強制的に放電状態にして異常充電による悪影響を軽減
するフェールセーフの役割を果たすことができる。
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【００１９】
　請求項７に係る発明は、指示信号は、監視ユニットとブロックの診断指示を示す情報を
更に含んでおり、監視ユニットは、診断支持に応じて放電手段を放電して監視対象のブロ
ックの充電状態の変化量を測定し、変化量に基づいて監視ユニット又は監視対象のブロッ
クに異常があるか否かを判定することを特徴とする。
【００２０】
　診断指示を示す指示信号を受け取った監視ユニットは、放電手段を放電して、監視対象
ブロックの状電状態の変化量を測定するため、その測定結果に基づいて、放電手段が正確
に動作しているか、などの監視ユニット内の異常を診断するチェッキング機能を果たすこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
（実施例１）
　図１に本発明の実施例１に係る組電池の充電状態を監視する組電池監視装置１、図２に
監視ユニットのブロック回路図を示す。
【００２２】
　組電池１０は、単一個のセル又は複数セルの直列接続体からなるブロックＢＬを、さら
に複数直列に接続することで構成される。一番上のブロックでは、セルＢ１１からセルＢ
１ｍまでのセルが直列に接続されることでブロックＢＬ１を形成し、２番目以降のブロッ
クＢＬ２～ＢＬｎもセルを直列に接続することで形成される。ＢＬ１からＢＬｎまでのブ
ロックが直列に接続することで組電池１０を形成する。
【００２３】
　組電池１０の各ブロックＢＬ１～ｎには、セルの充電状態を監視する監視ユニットＵ１
～Ｕｎが接続されており、監視ユニットＵ１～Ｕｎを直列に接続した直列接続体とするこ
とで組電池監視装置１を構成している。組電池監視装置１とブロックはそれぞれ並列に配
置されている。
【００２４】
　例えば、ブロックＢＬ１では、監視ユニットＵ１が接続されており、セルＢ１１、セル
Ｂ１２，・・・，セルＢ１ｍそれぞれの電池状態を監視することとなる。監視ユニットＵ
は、電池状態が、正常状態か、それとも過充電や過放電といった異常状態かを監視する。
また、過充電を監視する場合においても、セルのレベルに応じて複数の過充電状態を監視
することができる。
組電池監視装置１は高電圧の組電池１０に接続される一方で、組電池監視装置１に対して
電池状態の監視等の処理を指示するマイコン（制御部（図示せず））は低圧システムであ
るため、低圧側に配置される。このため、組電池監視装置１とマイコンとの間には絶縁素
子２１・２２を配置し、両者を電気的に絶縁する必要がある。絶縁素子としてはフォトカ
プラなどがあげられる。マイコンは、上流フォトカプラ２１を介して、電池状態の監視等
を指示する指示信号を最上流監視ユニットＵ１に伝達する。最も上流に位置する最上流監
視ユニットＵ１は、マイコンから指示信号を受け取り、最上流監視ユニットＵ１は、監視
ブロックがその指示信号が指示する状態（過充電・過放電）になっているか否かを監視し
、その監視結果である状態信号を生成する。そして、指示信号と状態信号を下流に位置す
る監視ユニットＵ２に伝達する。監視ユニットＵ２も監視ブロックがその指示信号が指示
する状態（過充電・過放電など）になっているか否かを監視し、監視結果に基づき上流の
監視ユニットＵ１からの状態信号を更新する。
【００２５】
　そして、監視ユニットＵ２は、状態信号と指示信号を監視ユニットＵ３に伝達する。こ
のように、中継監視ユニットＵ２～Ｕ（ｎ－１）は、指示信号と状態信号とを上流の監視
ユニットＵ１～Ｕ（ｎ－２）から受け取り、状態信号を更新し、その状態信号と指示信号
を、下流の監視ユニットＵ３～Ｕｎに伝達していく。つまり、中継監視ユニットＵ２～Ｕ
（ｎ－１）は上流の監視ユニットＵ１～Ｕ（ｎ―２）から伝達された上流の監視ユニット
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の監視結果（状態信号）に中継監視ユニットＵ２～Ｕ（ｎ－１）の監視結果（監視信号）
を反映させた状態信号を下流の監視ユニットＵ３～Ｕｎに伝達する役割を果たす。指示信
号と状態信号は、最終的には、最も下流に位置する最下流監視ユニットＵｎまで到達する
。最も下流に位置する最下流監視ユニットＵｎは、指示信号に従った監視を行い、その監
視結果と、上流の監視ユニットＵ（ｎ－１）からの状態信号を合成した状態信号、つまり
、全ブロックの監視結果を示す最終監視結果信号を、下流フォトカプラ２２を介して、マ
イコン側に伝える。このように、最上流監視ユニットＵ１と最下流監視ユニットＵｎのみ
がマイコンとの直接の情報のやり取りを行うため、高価な絶縁素子であるフォトカプラ等
の使用個数を必要最低限にすることができる。中継監視ユニットＵ２～Ｕ（ｎ－１）と最
下流監視ユニットＵｎは、最終監視結果信号を上流の監視ユニットＵ１～Ｕ（ｎ－２）に
伝達する最終監視結果伝達手段２６を有するため、最終監視結果信号は全ての監視ユニッ
トＵが把握することができる。
【００２６】
　なお、便宜上、組電池監視装置１の信号の流れにおいて、指示信号を先に受け取る方の
監視ユニットを上流、指示信号を後に受け取る方の監視ユニットを下流と呼ぶ。
【００２７】
　監視ユニットＵは、指示信号を入力するCLK端子、指示信号を出力するCKLOUT端子、入
力信号（上流の監視ユニットが出力した状態信号）を入力するＩＮ端子、状態信号を出力
するＯＵＴ端子を有し、監視手段２３と、放電手段２４と、合成手段２５とを有する。こ
こで、監視手段２３は、指示信号に応じて、監視ユニットＵに接続されたブロック内のセ
ルの電池状態を監視して監視信号を生成する。
【００２８】
　監視ユニットＵは、監視手段２３により、ＣＬＫ端子から入力された指示信号が指示す
る電池状態（過放電・過充電）を監視し、監視結果を示す監視信号を生成する。そして、
ＩＮ端子は、上流に隣接する監視ユニットから出力される状態信号を入力信号として受け
取り、合成手段２５は、入力信号と監視信号とに基づいて状態信号を生成（更新）し、そ
の状態信号を出力手段であるＯＵＴ端子から出力する。指示信号もＣＬＫＯＵＴ端子から
下流の監視ユニットへ出力される。なお、最上流監視ユニットＵ１は上流の監視ユニット
が存在しないため、常に正常状態を示す状態信号が入力されるようにする。
【００２９】
　放電手段２４である放電回路２４は、所定の信号に基づいて、放電する。放電回路２４
はブロック単位毎に設けても、セル単位毎に設けてもよい。放電回路２４の構成としては
、例えば、スイッチと定電流回路との直列接続体、スイッチと抵抗との直列接続体がある
。なお、放電回路２４は監視ユニットＵ内に設けても、監視ユニットＵ外に設けてもよい
。
【００３０】
　図３に本発明の実施例１に係る組電池監視装置における検出電池状態と各端子の電流状
態の対比図を示す。以下、指示信号と状態信号に応じた各ラインの電流の流れについて説
明する。
【００３１】
　図３に示す検出電池状態について説明する。CLKは指示信号、ＩＮは上位の監視ユニッ
トからの状態信号、ＯＵＴ１は監視ユニットＵが監視ブロックを監視して生成した監視信
号、ＯＵＴは監視ユニットＵから出力される状態信号を示す。ＣＬＫは、０のとき、過充
電の監視を指示し、ＣＬＫが１のとき、過放電の監視を指示する。ＩＮは、電過充電検出
の場合、１は過充電、０は正常を示し、過放電検出の場合、１は正常、０は過放電を示す
。ＯＵＴ１は、過充電検出の場合、０は過充電、１は正常を示し、過放電検出の場合、１
は過放電、０は正常を示す。ＯＵＴは、過充電検出の場合、１は上位セルと現セルの少な
くとも一方が過充電、０は正常であることを示し、過放電検出の場合、０は上位セルと現
セルの少なくとも一方が過放電、１は正常であることを示す。
【００３２】
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　電流１a～１ｃ、電流２a～２ｃについて説明する。電流1aは、上位フォトカプラによっ
て信号の伝達が行われた際に上位フォトカプラに流れる電流であり、ブロックＢ１の電力
を消費する。電流1bは、最上位監視ユニットＵ１のCLK端子に流れる電流であり、指示信
号(CLK信号)を伝達する。過充電の監視を指示する場合、電流が流れず、過放電の監視を
指示する場合、電流が流れる。電流1cは、監視ユニットＵのCLK端子と上位ブロックの監
視ユニットのCLKOUT端子とを接続する信号ラインに流れる電流であり、指示信号（CLK信
号）を伝達する。過充電の監視を指示する場合、電流が流れず、過放電の監視を指示する
場合、電流が流れる。
【００３３】
　電流2aは、最上位監視ユニットＵ１のIN端子に流れる電流であり、IN端子は上位の監視
ユニットが監視した状態信号を入力する端子である。最上位監視ユニットＵ１の場合、上
位からの監視結果を受け取らないので、常に正常の状態信号を示す電流が流れる。つまり
、過充電を検出する場合は、常に電流2aが流れず、過放電を検出する場合は、常に電流2a
が流れる。電流2bは、監視ユニットＵの入力端子(IN端子)と上位の監視ユニットから出力
端子(OUT端子)とを接続する信号ラインに流れる電流であり、監視ユニットＵが監視結果
である状態信号を伝達する。過充電を検出する場合、過充電が検出されたら電流が流れ、
正常ならば電流が流れない。過放電を検出する場合、過放電が検出されたら電流が流れず
、正常ならば電流が流れる。電流2cは、下位フォトカプラによって信号の伝達が行われた
際に流れる電流であり、ブロックＢｎの電力を消費する。ここで、伝達される信号は過充
電や過放電の監視結果を示す信号であり、過充電を検出する場合、過充電が検出された場
合に信号が伝達され、正常が検出された場合は信号が伝達されない。一方、過放電を検出
する場合、正常が検出された場合に信号が伝達され、過放電が検出された場合は信号が伝
達されない。
【００３４】
　なお、上流フォトカプラ２１の高圧側は、光信号を受光することで導通するフォトトラ
ンジスタ等の受光素子が配置され、下流フォトカプラ２２の高圧側は、電気信号を光信号
に光電変換する発光ダイオード等の発光素子が配置される。発光素子は受光素子よりも消
費電力が大きいため、上位フォトカプラによるブロックＢ１の消費電力よりも下位フォト
カプラによるブロックＢｎの消費電力の方が大きくなる。
【００３５】
　電流Ｓ１aと電流Ｓ２ｃは放電回路２４を放電することによって流れる電流である。電
流Ｓ１aは、上位フォトカプラにおいて信号が伝達されることに応じて、最下位監視ユニ
ットＵｎと中継監視ユニットＵ２～Ｕ（ｎ－１）において流される。従って、電流１aが
流れているときは、電流S1aも流れ、電流１aが流れていない場合は、電流S1aも流れない
。
【００３６】
　このように制御することによって、上位フォトカプラによる電流によって、最上位のブ
ロックＢ１の充電状態が他のブロックの充電状態よりも低下する事態を軽減することがで
きる。
【００３７】
　電流Ｓ２ｃは、下上位フォトカプラにおいて信号が伝達されている場合において、最上
位監視ユニットＵ１と中継監視ユニットＵ２～Ｕ（ｎ－１）において流される電流である
。従って、電流２ｃが流れているときは、電流Ｓ２ｃも流れ、電流２ｃが流れていない場
合は、電流Ｓ２ｃも流れない。
【００３８】
　このように制御することによって、下位フォトカプラによる電流によって、最下位のブ
ロックＢｎの充電状態が他のブロックの充電状態よりも低下する事態を軽減することがで
きる。
【００３９】
　図４に実施例１に係る状態伝達回路Ｉ／Ｆを示す。状態伝達回路Ｉ／Ｆは、放電回路２
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４を放電するための信号（指示信号・最終監視結果信号）を伝達し、放電回路２４のオン
・オフを司る回路である。
【００４０】
　状態伝達回路Ｉ／Ｆは、上流から下流に信号を伝達する順流のラインＬ１と、下流から
上流に信号を伝達するラインＬ２の二つが設けられている。逆流のラインＬ２は、全ブロ
ックの監視結果を示す最終監視結果信号を上流の監視ユニットに伝達する最終監視結果伝
達手段２６となる。
【００４１】
　状態伝達回路Ｉ／Ｆは、L1　inputに入力された信号と同レベルの信号をS1a及びL1 out
putから出力し、L2　inputに入力された信号と同レベルの信号をS2c及びL2　outputから
出力する。
【００４２】
　ラインＬ１では、上流の監視ユニットから下流の監視ユニットに向かって、状態伝達回
路Ｉ／Ｆを介して指示信号を伝達する。伝達される指示信号は、最上流監視ユニットＵ１
に入力される指示信号用のラインから分岐され、状態伝達回路Ｉ／Ｆ１に入力される。状
態伝達回路Ｉ／Ｆ１は指示信号を受け取り、その指示信号を状態伝達回路Ｉ／Ｆ２へ出力
する。指示信号はこのように、状態伝達回路Ｉ／Ｆ１→状態伝達回路Ｉ／Ｆ２→・・・→
状態伝達回路Ｉ／Ｆ（ｎ－１）→状態伝達回路Ｉ／Ｆｎと伝達してゆく。状態伝達回路Ｉ
／Ｆ２～Ｉ／Ｆｎは指示信号に応じて、放電回路２４を用いて対応するブロックの放電を
行う。つまり、指示信号が過充電検出を示す場合（CLKが０・電流1aが流れない場合）、
ブロックＢ２～Ｂｎの放電回路２４は放電せず、指示信号が過放電検出を示す場合（CLK
が1・電流１aが流れる場合）、ブロックＢ２～Ｂｎの放電回路２４は放電し、電流S1aが
流れる。このように、上流フォトカプラ２１に電流が流れた場合に、中継監視ユニットＵ
２～Ｕ（ｎ－１）と最下流監視ユニットＵｎの放電回路２４を放電し、電流Ｓ１ａを流す
。
【００４３】
　最終監視結果伝達手段２６であるラインＬ２では、下流から上流に向かって、最下流監
視ユニットＵｎから出力される最終監視結果信号（最下流監視ユニットＵｎから出力され
る状態信号）を分岐して、状態伝達回路Ｉ／Ｆｎに入力する。状態伝達回路Ｉ／Ｆｎはそ
の最終監視結果信号を、上流に位置する状態伝達回路Ｉ／Ｆ（ｎ－１）に伝達する。この
ように、最終監視結果信号は状態伝達回路Ｉ／Ｆｎ→状態伝達回路Ｉ／Ｆ（ｎ－１）→・
・・→状態伝達回路Ｉ／Ｆ２→状態伝達回路Ｉ／Ｆ１という順番で伝達されていく。状態
伝達回路Ｉ／Ｆ１～Ｉ／Ｆ（ｎ―１）は、下流から伝達される最終監視結果信号に応じて
、放電回路２４を用いて対応するブロックを放電する。つまり、最終監視結果信号が過充
電検出時に過充電を示す場合や過放電検出時に正常を示す場合は、ブロックＢ１～Ｂ（ｎ
－１）の放電回路２４を放電し、電流Ｓ２ｃが流れる。最終監視結果信号が過充電検出時
に正常を示す場合や過放電検出時に過放電を検出する場合は、ブロックＢ１～Ｂ（ｎ－１
）の放電は行わない。このように、下流フォトカプラ２２に電流が流れた場合に、最上流
監視ユニットＵ１と中継監視ユニットＵ２～Ｕ（ｎ－１）の放電回路２４を放電し、電流
Ｓ２ｃを流す。
【００４４】
　なお、電流１aの消費電力と電流Ｓ１ａの消費電力、電流２ｃの消費電力と電流Ｓ２ｃ
の消費電力は等しいことが望ましい。
【００４５】
　なお、上記実施例１では、状態伝達回路Ｉ／Ｆや最終監視結果伝達手段２６を介して、
最終監視結果信号を最下流監視ユニットＵｎ→中継監視ユニットＵ（ｎ－１）→中継監視
ユニットＵ（ｎ－２）→・・・→中継監視ユニットＵ（ｎ－１）→最上流監視ユニットＵ
１の順に伝達しているが、状態伝達回路Ｉ／Ｆや最終監視結果伝達手段２６を設けずに、
最終監視結果信号を受け取ったマイコンが再度、上流フォトカプラ２１を介して最終監視
結果信号を伝達してもよい。この場合、最終監視結果信号は最下流監視ユニットＵｎ→下
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流フォトカプラ２２→マイコン→上流フォトカプラ２１→最上流監視ユニットＵ１→中継
監視ユニットＵ２→・・・→中継監視ユニットＵ（ｎ－１）と伝達していく。
（実施例２）
　図５に監視ユニットの監視信号と上流の監視ユニットからの状態信号が正常状態を示す
場合の信号波形を示す。なお、ここでは、状態信号が伝達する電池状態の相違による消費
電力のばらつきを解消するための手段を簡潔に説明するため、フォトカプラによる消費電
力のばらつきについては考慮しない。
【００４６】
　図５の一番上の信号波形は指示信号の波形を示すものである。指示信号は、監視ユニッ
トＵの制御を司る制御部から送信されるものであって、監視ユニットＵに対して電池状態
の監視を指示する。指示信号がＨレベルの場合、監視ユニットＵは監視対象のブロックが
過放電状態か否かを監視する過放電検出モードとなり、指示信号がＬレベルの場合、監視
ユニットＵは監視対象のブロックが過充電か否かを監視する過充電検出モードとなる。
【００４７】
　図５の上から２番目の信号波形は隣接する上流の監視ユニットの状態信号である入力信
号の波形を示す。過放電検出モードの場合、Ｈレベルの信号は上流の監視ユニットにおい
て過放電のブロックを検出していないことを示し、Ｌレベルの信号は上流の監視ユニット
において過放電のブロックが検出されたことを示す。過充電検出モードは、逆となり、Ｌ
レベルの信号は上流の監視ユニットにおいて過充電のブロックを検出していないことを示
し、Ｈレベルの信号は上流の監視ユニットにおいて過充電のブロックが検出されたことを
示す。
【００４８】
　図５の下から２番目の信号波形は、監視信号の信号波形を示す。この場合も、入力信号
の場合と同様であり、過放電検出モードの場合、Ｈレベルの信号は自身の監視ユニットに
おいて過放電のブロックを検出していないことを示し、Ｌレベルの信号は自身の監視ユニ
ットにおいて過放電のブロックが検出されたことを示す。過充電検出モードは、逆となり
、Ｌレベルの信号は自身の監視ユニットにおいて過充電のブロックを検出していないこと
を示し、Ｈレベルの信号は自身の監視ユニットにおいて過充電のブロックが検出されたこ
とを示す。
【００４９】
　図５の一番下の信号波形は、監視ユニットＵから出力される状態信号を示す。過放電検
出モードの場合、Ｈレベルの信号は自身の監視ユニットＵと上流の監視ユニットにおいて
過放電のブロックを検出していないことを示し、Ｌレベルの信号は自身の監視ユニットＵ
及び上流の監視ユニットの少なくとも一方において過放電のブロックが検出されたことを
示す。過充電検出モードは、逆となり、Ｌレベルの信号は自身の監視ユニットＵと上流の
監視ユニットにおいて過充電のブロックを検出していないことを示し、Ｈレベルの信号は
自身の監視ユニットＵと上流の監視ユニットの少なくとも一方において過充電のブロック
が検出されたことを示す。
【００５０】
　このように、指示信号、状態信号及び監視信号は電圧又は電流の大きさに基づくレベル
（ＨレベルやＬレベル）によって信号の状態を表している。過放電検出モードの場合、監
視ユニットＵからの出力信号として出力される状態信号のレベルは監視ユニットＵへ入力
信号として入力される状態信号のレベル以上となる。過充電検出モードの場合、監視ユニ
ットＵからの出力信号として出力される状態信号のレベルは監視ユニットＵへ入力信号と
して入力される状態信号のレベル以下となる。監視ユニットＵからの出力信号として出力
される状態信号のレベルと、監視ユニットＵへ入力信号として入力される状態信号のレベ
ルが異なる場合には、出力ラインと入力ラインとで、状態信号を伝達するために要する電
力が異なってしまう。この結果、生じる消費電力のばらつきのメカニズムと当該ばらつき
を均等化する手法について以下説明する。
【００５１】
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　図６に監視ユニットの監視信号が過放電を示し、上流の監視ユニットからの状態信号が
正常状態を示す場合の信号波形を示す。
【００５２】
　図６の一番下の信号波形と下から２番目の信号波形が示すように、過放電が発生すると
、監視信号と状態信号は、常にＬレベルの信号となる。この結果、入力信号はＨレベルで
ある場合でも、出力信号ではＬレベルとなり、当該監視ユニットＵの入力ラインで消費さ
れる電力は当該監視ユニットＵの出力ラインで消費される電力よりも大きくなる。この結
果、当該監視ユニットＵ以降では、消費電力が小さくなり、ブロック間の電池ばらつきの
要因となる。
【００５３】
　図７に監視ユニットの監視信号が過充電を示し、上流の監視ユニットからの状態信号が
正常状態を示す場合の信号波形を示す。
【００５４】
　図７の一番下の信号波形と下から２番目の信号波形が示すように、過充電が発生すると
、監視信号と状態信号は、常にＨレベルの信号となる。この結果、入力信号はＬレベルで
ある場合でも、出力信号ではＨレベルとなり、当該監視ユニットＵの入力ラインで消費さ
れる電力は当該監視ユニットＵの出力ラインで消費される電力よりも小さくなる。この結
果、当該監視ユニットＵよりも上流の監視ユニットでは、消費電力が小さくなり、ブロッ
ク間の電池ばらつきの要因となる。
【００５５】
　図８に本発明の実施例２におけるフローチャート、図９に本発明の実施例２における過
放電検出モードにおける各ブロックの放電の様子、図１０に本発明の実施例２における過
充電検出モードにおける各ブロックの放電の様子を示す。
【００５６】
　図８について説明する。最初にステップ１００において、過充電検出モードか過放電検
出モードか判定する。過放電検出モードの場合、ステップ１２０に移行し、過充電検出モ
ードの場合、ステップ１１０に移行する。ステップ１１０では、最終監視結果信号を取得
し、最終監視結果信号がHighレベルか否か判定する。過充電検出モードにおいて最終監視
結果信号がLowレベルを示す場合、すべてのブロックにおいて状態信号がLowレベルであり
、状態信号の伝達による消費電力のばらつきは生じない。従って、最終監視結果信号がLo
wレベルの場合は、判定を終了する。一方、最終監視結果信号がHighレベルの場合、ステ
ップ１２０に移行し、放電判定を行っている監視ユニットＵの状態信号がLowレベルか否
か判定する。Highレベルの場合、最下流監視ユニットと放電判定を行っている監視ユニッ
トとの状態信号伝達に要する消費電力は等しいため、何も行わず、処理を終了する。一方
、Lowレベルの場合、最下流監視ユニットＵｎよりも状態信号の伝達に要する消費電力が
小さいため、放電回路２４を放電する。このときの放電量は、Highレベルの状態信号を伝
達する場合の消費電力に相当する。
【００５７】
　図９を用いて、過放電検出モードにおける放電回路の放電の様子を説明する。図９では
、監視ユニットＵ４において、過放電が検出される。正常時はＨレベルの状態信号を伝達
し、過放電時はＬレベルの状態信号を伝達するため、監視ユニットＵ１～Ｕ３は、監視ユ
ニットＵ４～Ｕ６と比べて、放電量が多くなる。そのため、監視ユニットＵ４～Ｕ６は、
放電回路２４を放電させて、監視ユニットＵ１～Ｕ６における消費電力を均一化する。
【００５８】
　このように、図９では、監視ユニットからの出力信号として状態信号のレベルと、監視
ユニットへ入力信号として入力される状態信号のレベルが異なる特定の監視ユニットとし
て監視ユニットＵ４を検知する。図９では、監視ユニットＵ４の出力信号のレベルが前記
入力信号のレベルよりも小さい場合に該当し、監視ユニットＵ４の放電回路２４と前記監
視ユニットＵ４よりも下流に位置する監視ユニットＵ５，Ｕ６の放電回路２４とを放電す
る。なお、図８のフローチャートは、最上流監視ユニットＵ１の状態信号がＬレベルの場
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合に、最上流監視ユニットＵ１の放電回路２４を放電する。ただし、過放電検出モードに
おいて、最上流監視ユニットＵ１がＬレベルの状態信号を伝達する場合は、全ての監視ユ
ニットＵ１～ＵｎがＬレベルの状態信号を伝達することになるので、最上流監視ユニット
Ｕ１の状態信号がＬレベルの場合は、全監視ユニットＵ１～Ｕｎは放電を行わないという
処理を行っても、もちろん問題はない。
【００５９】
　一方、過充電検出モードにおける放電回路２４の放電の様子は図１０を用いて説明する
。図１０では、監視ユニットＵ４において、過充電が検出される。正常時はＬレベルの状
態信号を伝達し、過充電時はＨレベルの状態信号を伝達するため、監視ユニットＵ１～Ｕ
３は、監視ユニットＵ４～Ｕ６と比べて、放電量が少なくなる。監視ユニットＵは自分よ
りも下流に位置する監視ユニットの状態信号の状態がわからないため、最下流監視ユニッ
トＵｎの状態信号である最終監視結果信号を下流から上流に向けて伝達させ、最終監視結
果信号と放電判定を行う監視ユニットの状態信号を比較して、放電の要否を判断する。図
１０の場合、最終監視結果信号よりも低いレベルの状態信号を有する監視ユニットＵ１～
Ｕ３が、放電回路２４を放電させて、監視ユニットＵ１～Ｕ６における消費電力を均一化
することとなる。
【００６０】
　このように、図１０では、監視ユニットＵからの出力信号として状態信号のレベルと、
監視ユニットＵへ入力信号として入力される状態信号のレベルが異なる特定の監視ユニッ
トとして監視ユニットＵ４を検知する。図１０では、監視ユニットＵ４の出力信号のレベ
ルが前記入力信号のレベルよりも大きい場合に該当し、監視ユニットＵ４よりも上流に位
置する監視ユニットＵ１～Ｕ３の放電回路２４を放電する。
【００６１】
　状態信号が伝達する電池状態の相違による消費電力のばらつきを解消するための放電回
路２４は、フォトカプラによる消費電量のばらつきを解消するための放電回路２４と共用
してもよいし、フォトカプラによる消費電量のばらつきを解消するための放電回路２４と
並列に新しく放電回路２４を設けてもよい。
【００６２】
　なお、上記の実施例１および実施例２には、以下の機能を付け加えてもよい。
【００６３】
　指示信号に全放電指令を示す情報を含ませて、監視ユニットＵが全放電指令を示す指示
信号に応じて放電回路２４を放電するようにもできる。過充電状態になっているにも関わ
らず、充電を停止できない等の充電異常が生じた場合に、全放電指令を行うことで、充電
異常の影響を軽減でき、フェールセーフの役割を果たすことができる。
【００６４】
　指示信号に、監視ユニットとブロックの診断指示を示す情報を更に含ませてもよい。こ
の場合、監視ユニットは、診断指示に応じて放電回路２４を放電して監視対象のブロック
の充電状態の変化量を測定する。そして、その変化量に基づいて監視ユニットＵ又は監視
対象のブロックＢＬに異常があるか否かを判定する。例えば、変化量がない場合には、監
視ユニットＵの放電機能に異常があると判断でき、変化量が規定値と比べて極めて大きい
場合には、監視対象のブロックに異常があると判断できる。
【００６５】
　上記実施例においては、高電位側を上流、低電位側を下流と定義したが、低電位側を上
流、高電位側を下流としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の実施例１に係る組電池監視装置の全体構成を示す図である。
【図２】本発明の実施例１に係る監視ユニットの構成図である。
【図３】本発明の実施例１に係る組電池監視装置における検出電池状態と各端子の電流状
態の対比を示す図である。
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【図４】本発明の実施例１に係る状態伝達回路Ｉ／Ｆである。
【図５】本発明の実施例２に係る監視ユニットの監視信号と上流の監視ユニットからの状
態信号が正常状態を示す場合の信号波形図である。
【図６】本発明の実施例２に係る監視ユニットの監視信号が過放電を示し、上流の監視ユ
ニットからの状態信号が正常状態を示す場合の信号波形図である。
【図７】本発明の実施例２に係る監視ユニットの監視信号が過充電を示し、上流の監視ユ
ニットからの状態信号が正常状態を示す場合の信号波形図である。
【図８】本発明の実施例２に係る本発明の実施例２におけるフローチャートである。
【図９】本発明の実施例２における過放電検出モードにおける各ブロックの放電の様子で
ある。
【図１０】本発明の実施例２における過充電検出モードにおける各ブロックの放電の様子
である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　　組電池監視装置
　１０　組電池
　２１　上流の絶縁素子（上流フォトカプラ）
　２２　下流の絶縁素子（下流フォトカプラ）
　２３　監視手段
　２４　放電手段（放電回路）
　２５　合成手段
　２６　最終監視結果伝達手段
　Ｂ、Ｂ１１～Ｂｎｍ　セル
　ＢＬ、ＢＬ１～ＢＬｎ　ブロック
　Ｕ、Ｕ１～Ｕｎ　監視ユニット
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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